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臨時株主総会
招集ご通知

2025年６月26日（木）
午前11時（受付開始 午前10時30分）

東京都港区芝浦一丁目１番１号
浜松町ビルディング３階
第２会議室

議 案 定款一部変更の件

ご来場について

当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

お土産の取りやめについて

株主総会当日にご出席の株主様へのお土産は御用意しておりま
せんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

モビルス株式会社
証券コード：4370
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証券コード 4370
2025年６月10日

（電子提供措置の開始日 2025年６月４日）
株 主 各 位

東 京 都 港 区 芝 浦 一 丁 目 1 番 1 号
浜 松 町 ビ ル デ ィ ン グ 15 階
モ ビ ル ス 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 石 井 智 宏

臨時株主総会招集のご案内

拝啓 益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を次のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「臨時株主総会招集のご案内」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://mobilus.co.jp/ir/meeting

また、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブ
サイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「モビルス」
又は「コード」に当社証券コード「4370」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」
を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださ
い。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数なが
ら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2025年６月25日（水）午後６時
までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬具
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記

１．日 時 2025年６月26日（木）午前11時00分（受付開始 午前10時30分）
２．場 所 東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング３階

第２会議室
３．会議の目的事項

決議事項
議 案 定款一部変更の件

以上

当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ

ていただきます。
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議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、株主ではない代理人及び同伴の方等、議決権を行使できる株主以外
の方はご入場いただくことができませんので、ご注意ください。

株主総会にご出席される場合

書面郵送で議決権を行使される場合

行使期限

株主総会開催日時 2025年６月26日（木曜日）午前11時00分

2025年６月25日（水曜日）午後６時00分到着分まで

書面郵送

株主総会ご出席

議決権行使についてのご案内

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表
示をされたものとして取り扱わせていただきます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
議 案 定款一部変更の件
１．提案の理由

業務効率化及び今後の一層の事業拡大に対応するため、第３条（本店所在地）に定める本
店の所在地を東京都港区から東京都品川区に変更するものであります。なお、本変更につき
ましては、2025年10月１日に効力を発生することとし、その旨の附則を設けるものであり
ます。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

（本店所在地） （本店所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第３条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。

（新 設） （本則第３条の変更に係る効力発生日）
第50条 本則第３条（本店所在地）の変更は、2025

年10月１日をもって効力を生ずるものとする。
なお、本附則は期日経過後これを削除する。

以上
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浜松町ビルディング
３階第2会議室

東京ガス
ビル

旧芝離宮
恩賜庭園

都営浅草線
都営大江戸線
大門駅

東京モノレール

首都高速

至田町 至新橋
JR浜松町駅南口

北口

B２出口

至羽田空港

JR山手線・京浜東北線

臨時株主総会会場ご案内図

【会場】東京都港区芝浦一丁目１番１号
浜松町ビルディング３階 第２会議室

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

【最寄駅】ＪＲ山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 南口より 徒歩約５分
都営地下鉄 大江戸線・浅草線 「大門」駅 Ｂ２番出口より 徒歩約12分
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